
- 118 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
製
造
許
可
）

（
製
造
許
可
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
許
可
申
請
書
（

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
許
可
申
請
書
（

様
式
第
一
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に

様
式
第
一
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

掲
げ
る
書
類
及
び
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な

添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が

、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
の
設
計
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
基
準
（
以
下
「
製
造
許
可
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
ゴ
ン

ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
こ
の
章
及

び
第
三
章
に
お
い
て
「
設
計
審
査
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
並
び
に
次
の
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
設
計
審
査
等
機
関
（
以
下
「

一

強
度
計
算
の
基
準

登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し

よ
う
と
す
る
者
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含
む
地
域
の
区
分
の
登
録
が
あ
る

も
の
が
行
つ
た
設
計
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

イ

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

二

製
造
の
過
程
に
お
い
て
行
な
う
検
査
の
た
め
の
設
備
の
概
要

ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

（
設
計
審
査
）

第
二
条
の
二

登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
設
計
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
の

組
立
図
及
び
強
度
計
算
の
基
準
そ
の
他
設
計
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
２

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
行
つ
た
設
計
審
査
の

結
果
を
記
載
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
設
計
審
査
結
果
証
明
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

（
検
査
設
備
等
の
変
更
報
告
）

第
三
条

第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ゴ
ン
ド

第
三
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
ゴ
ン
ド
ラ

ラ
又
は
許
可
型
式
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第

又
は
許
可
型
式
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二

二
号
イ
の
設
備
又
は
同
号
ロ
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を
変
更

号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
主
任
設
計
者
若
し
く
は
工
作
責
任
者
を
変
更

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
製
造
検
査
）

（
製
造
検
査
）

第
四
条

ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
四
条

ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と

り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機

い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て

関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
設
計
審
査
等

、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
登
録
設
計
審
査
等

機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
「
製
造
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
「
製
造
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
各
部
分
の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
ほ
か
、

は
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
各
部
分
の
構
造
及
び
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
う
ほ
か

荷
重
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。

、
荷
重
試
験
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
荷
重
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

前
項
の
荷
重
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
以
外
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、

一

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
以
外
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、

作
業
床
に
積
載
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
上
昇
及
び
下
降
の

作
業
床
に
積
載
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
上
昇
及
び
下
降
の

作
動
を
定
格
速
度
及
び
許
容
下
降
速
度
に
よ
り
行
う
こ
と
。

作
動
を
定
格
速
度
及
び
許
容
下
降
速
度
に
よ
り
行
な
う
こ
と
。

二

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、
作
業
床
に
積
載
荷

二

下
降
の
み
に
使
用
さ
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
あ
つ
て
は
、
作
業
床
に
積
載
荷

重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
下
降
の
作
動
を
許
容
下
降
速
度
に
よ

重
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
の
せ
て
下
降
の
作
動
を
許
容
下
降
速
度
に
よ

り
行
う
こ
と
。

り
行
な
う
こ
と
。

４

製
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
検
査
申
請
書
（
様

４

製
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
製
造
検
査
申
請
書
（
様

式
第
二
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図

式
第
二
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
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及
び
ア
ー
ム
そ
の
他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審

及
び
ア
ー
ム
そ
の
他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府

査
等
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検

県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
ゴ
ン
ド
ラ
が
既
に
製
造
検
査
に
合
格
し
て
い
る
ゴ
ン

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
ゴ
ン
ド
ラ
が
既
に
製
造
検
査
に
合
格
し
て
い
る
ゴ

ド
ラ
と
寸
法
及
び
積
載
荷
重
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
立
図
及
び
強

ン
ド
ラ
と
寸
法
及
び
積
載
荷
重
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
立
図
及
び

度
計
算
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

強
度
計
算
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式
第

５

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式

四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
を
申
請
者
に
交

第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
に
様
式
第
五

付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
よ
る
製
造
検
査
済
の
印
を
押
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出

し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
製
造
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
申
請
者
に
対
し
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
製
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

第
四
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働

（
新
設
）

局
長
が
前
条
の
製
造
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
前
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
設
計
審
査
を
行
つ
た
登
録
設
計
審
査
等
機
関

」
又
は
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局

長
又
は
登
録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
六
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当

第
六
条

次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド

該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

ラ
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

外
国
に
お
い
て
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の

２

外
国
に
お
い
て
ゴ
ン
ド
ラ
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
の
検
査

規
定
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
局
長
の
検
査
を
受

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
ゴ

該
ゴ
ン
ド
ラ
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

ン
ド
ラ
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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。
３

（
略
）

３

（
略
）

４

使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
使
用
検
査
申
請
書
（
様

４

使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
使
用
検
査
申
請
書
（
様

式
第
六
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
及
び
ア
ー
ム
そ
の

式
第
六
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
組
立
図
及
び
ア
ー
ム
そ
の

他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
に
提
出

他
の
構
造
部
分
の
強
度
計
算
書
を
添
え
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

ゴ
ン
ド
ラ
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を

５

ゴ
ン
ド
ラ
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ゴ
ン
ド
ラ

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ゴ
ン
ド
ラ

の
構
造
が
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
ゴ
ン
ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
し

の
構
造
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ゴ
ン

て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も

ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働

の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か

に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式
第

６

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
様
式
第
四

四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
を
申
請
者
に
交

号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か
つ
、
そ
の
ゴ
ン
ド
ラ
明
細
書
に
様
式
第
七
号
に

付
す
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
使
用
検
査
済
の
印
を
押
し
て
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し

た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て

（
新
設
）

、
申
請
者
に
対
し
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の

適
用
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働

（
新
設
）

局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
登

録
設
計
審
査
等
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
設
計

審
査
等
機
関
」
と
す
る
。

（
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
の
再
交
付
等
）

（
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
）

（
削
る
）

第
八
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ

製
造
検
査
又
は
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
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四
条
第
四
項
又
は
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に

対
し
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
（
様
式
第
八
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
滅
失
し
、

２

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は

又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
九
号

損
傷
し
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に

）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
交
付
し
た
者
に
提
出

次
の
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督

し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
ゴ
ン

ド
ラ
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
再
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
労
働
基

（
新
設
）

準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期

間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
業
務
を
廃
止

（
新
設
）

（
登
録
の
取
消
し
及
び
登
録
の
失
効
を
含
む
。
）
し
た
登
録
設
計
審
査
等
機

関
が
交
付
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
ゴ

ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式

第
九
号
）
に
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
再
交
付

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
が
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
再
交
付
し
た
検
査
証
に
、
事
業
場
の
所
在

地
、
名
称
、
種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
、

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
与
え
る
も
の
と
す
る
。

４

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
期
間
そ
の
他

（
新
設
）

必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
第
九
条
に
基
づ
く
報
告
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
し
た
当
該
ゴ
ン

ド
ラ
の
性
能
検
査
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性
能
検
査
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
結
果
等
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

５

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を

３

ゴ
ン
ド
ラ
を
設
置
し
て
い
る
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を

設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
ゴ
ン
ド

設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
異
動
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
ゴ
ン
ド

ラ
検
査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
添
え
て
、

ラ
検
査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
に
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
を
添
え
て
、



- 123 -

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
ゴ
ン
ド
ラ
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た

。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
十
一
条

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
は
、
製
造
許
可
基
準
の
う
ち
ゴ

第
十
一
条

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の

ン
ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ゴ
ン
ド
ラ
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。

ら
な
い
。

）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二

第
二
十
五
条

ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
性
能
検
査
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
性
能

準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
性
能
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十

が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
性
能
検
査

一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。


